
2. 給付金の支給手続き

Ⅰ 令和４年４月分の児童扶養手当、児童手当または特別児童扶養手当の
　 受給者で住民税均等割が非課税の人

Ⅱ 上記以外の人（例 . 高校生のみ養育している人、収入が急変した人）

◎給付金は ､ 申請不要 で受取れます

◎�対象者には個別で案内を通知した後 ､ 令和４年４月分の児童扶養手当、児童手当または
特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます

　（ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く）

◎給付金を受取るには ､ 申請が必要 です

◎�申請書に振込先口座等を記入して ､ 必要書類とともに子育て支援課の

　窓口に直接 ､ または郵送でご提出ください

※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください
※  各種手当の支給に当たって指定していた口座を解約している等、給付金の支給に支障が出る
　　おそれがある場合は、 振込指定口座を変更する等の手続きをしてください

ご注意ください

※申請書および必要書類については、ご家庭の状況により異なるため、
　事前に役場子育て支援課までお問合せください
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①給付金の申請手続き

②指定口座へ振込み

子育て支援課の窓口に直接
または郵送でご提出ください

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」、「子育て世帯生活支援特別給付金｣の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

　ご自宅や職場等に都道府県・市区町村や厚生労働省等の職員をかたった
不審な電話や郵便があった場合は、役場福祉課・子育て支援課や最寄りの警察署、
または警察相談専用電話 (#9110) にご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する
低所得の子育て世帯を支援する給付金です。

１. 支給対象者

ひとり親世帯の場合

ひとり親世帯以外の場合

次の①～③ いずれかに当てはまる人

次の①② 両方に当てはまる人

①令和 4 年 4 月分の児童扶養手当受給者
　※ (６月20日時点で) 令和 4 年 6 月 30 日に振込予定

② 公的年金等を受給していることにより、令和４年 4 月分の児童扶養手当を受給してい
ない人

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給
している人と同じ水準となった人

　※令和４年 4 月以降にひとり親世帯になった世帯も③で申請できる場合がありますの
　　で、ご相談ください

① 平成 16 年 4 月 2 日以降に生まれた 18 歳以下の児童 がいる世帯

　( 障がい児の場合 ､ 平成 14 年 4 月 2 日以降に生まれた児童 ) を養育する父母等
　※令和 5 年２月 28 日までに生まれた新生児等も対象になります

②令和 4 年度住民税均等割が非課税の人
　　　　　　　　または
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和４年１月１日以降の収入が急変し、
　住民税均等割が非課税相当の収入となった人

問合せ  役場子育て支援課

給付金 ②

11 広報たけとよ　2022. ７ 10広報たけとよ　2022. ７

子育て世帯生活支援特別給付金　　　子育て世帯生活支援特別給付金　　　　　　　　　　　　　 　　　　( 5 万円 / 児童一人あたり ) のご案内　　　　( 5 万円 / 児童一人あたり ) のご案内


